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学校保健安全法施行規則第５条に基づき、毎学年6月30日までに実施してください。

また、疾病その他やむを得ない事由によって当該期日に健康診断を受けることができ
なかった児童生徒については、その事由のなくなった後、すみやかに健康診断の実施
をお願いします。

定期健康診断の実施について

≪健康診断を受けることができなかった児童生徒等への健康診断の対応について≫

・健康診断は、学校生活の円滑な実施のみならず、児童生徒等の健康診断の保持増進を図るために実施
されるものであり、不登校等により健康診断を受けることができなかった児童生徒等に対しても、健康診断
を受ける機会を確保する必要があります。
・当日の欠席や長期欠席など、個別の事情により健康診断を受けることができなかった場合の対応を検討
し、保健だよりや学年通信等で保護者に事前に周知するなど適切に対応をお願いします。

≪保健調査について≫

平成28年度に一部改正された学校保健安全法施行規則で、保健調査票の実施が
小・中・高等学校において全学年となっています。
児童生徒等の健康診断マニュアルにも示されているように、健康診断が的確に行われ
るよう、保健調査票の活用をお願いします。



◎児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断の実
施のための環境整備について（通知）
（R6.1.23 教体第1166/1167）

○正確な検査・診察を実施するとともに、児童生徒等のプライバシーや心情に
配慮することが重要。
○定期健康診断を実施する場合は学校と学校医の間で相談し、 健診方法等
についての共通認識を持つ。
○学校においては、児童生徒等及び保護者の理解が得られるように事前に健
診方法等を伝える。
○安心して健康診断を受けることができる環境整備をお願いいたします。

◎学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断の実施に当
たって留意すべき事項について（R6.9.24 教体第767/768）

〇これまでの通知や事務連絡等の内容について、健康診断の実施に当たっ
て留意すべき事項として取りまとめたもの。

〇日本医師会と文部科学省が協力して学校医に健康診断の目的や学校医の
役割等について説明するためのリーフレットを作成。



◎改正自殺対策基本法における心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等
について（R8.1.28 県立学校・グループウェア掲示板）

○心の健康の保持のための健康診断、保健指導等について
・法の改正により、学校は、心の健康の保持のための健康診断、保健指導等の措置を行うように
努めることが追加されました。
・例えば、健康診断を実施する際の保健調査等において、心の健康に係る諸症状について記入す
る欄を設け、保護者にもその記入を促すなどにより、所見を有する児童生徒を的確に把握し、健
康相談や保健指導を実施したり、必要に応じてスクールカウンセラーや医療機関への相談につ
なげたりするなど、保健調査票を活用した保健指導等の措置をお願いします。

◎自殺対策基本法の一部を改正する法律の施行について（通知)
（R8.4.9 県立学校・グループウェア掲示板）

１～２（略）
３ 学校の責務 ※新しく追加
学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等 に取り組むよう
努めるものとする。（第５条関係）
４ 心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等に係る規定の改正 学校は、自殺の防止等の観
点から、心の健康の保持のための健康診断、保健指導等 の措置を行うよう努めるほか、精神保
健に関する知識の向上に努めるものとすること を追加する。（第１７条第３項関係）



定期健康診断の事後措置について
【心電図検査】

〇精密検査対象者は早期に受診するようご指導ください。

〇精密検査対象者には、次の書類を渡してください。

①学校での心電図検査結果（波形）の写し

②4枚複写「心臓検診結果及び精密検診受診について」

〇医療機関を受診する場合は、必ず①②の書類を持参してください。

【尿検査・肥満】

〇学校検尿検診および小児肥満の健康管理システムをご確認の上、

精密検査対象者に受診するようご指導ください。

〇4枚複写「尿検査（尿蛋白・潜血）の結果及び二次検診受診」または

「尿検査（尿糖）の結果及び二次検診受診について」を渡してください。

※4枚複写については、記入漏れがないようにご注意ください。

日本学校保健会
学校心臓検診の実際

学校検尿検診および小児
肥満の健康管理システム



【尿蛋白・潜血】
 １回目の尿検査結果 尿蛋白（±）以上

      潜 血（±）以上
 →学校での２回目の検査を実施
 ２回目の尿検査結果  尿蛋白（±）以上

潜   血（±）以上
→精密検査（医療機関）へ

【尿糖】
１回目の尿検査結果

尿糖（±） → 学校での2回目の検査実施

尿糖（＋）以上 → 精密検査（医療機関）へ

２回目の尿検査結果

  尿糖（±）以上 → 精密検査（医療機関）へ

尿検査の事後措置について

学校において第１回の
結果が(±)以上の場合
で、２回目の検尿を行
わない場合は二次検診
の指導を行う。

尿糖の二次検診につい
て、現在通院中のもの、
あるいは過去３年以内
に腎性糖尿と診断され
ているものは、糖尿病
二次検診は除外する。



元気なあわっ子！キャラクター「 しいちゃん」

定期健康診断の事後措置について
【尿検査】 【肥満】

「学校検尿検診および小児肥満の
健康管理システム」に掲載されてい
る資料等をご活用ください。
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学校等における緊急時の医薬品の投与について

①学校現場等で児童生徒がアナフィラキシーショックに陥り生命が危険な状態である場合に、救命の
  現場に居合わせた教職員が自己注射薬（「エピペンⓇ」） を自ら注射ができない本人に代わって  

注射すること
②児童生徒がてんかんによるひきつけを起こし、生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わ
せた教職員が、坐薬を自ら挿入できない本人に代わって挿入すること
③児童生徒等がてんかんの発作を起こ した場合に、当該児童生徒等に代わって教職員等が口腔
用液（ブコラム®）の投与を行うこと
④児童生徒等が重症の低血糖発作を起こした場合に、当該児童生徒等に代わって教職員等がグ
ルカゴ ン点鼻粉末剤（バクスミー®）の投与を行うこと

⑤アナフィラキシーショックを起こし、生命が危険な状態等である場合に、当該児童生徒等に代わっ
て教職員等がアドレナリン点鼻液 （ネフィー®） の投与を行うこと
⑥児童生徒等がてんかん発作を起こし、生命が危険な状態等である場合に、当該児童生徒等に代
わって教職員等がジアゼパム点鼻液 （スピジア®）の投与を行うこと

※①～⑥については、条件を満たす場合には、医師法第17条違反とはならない。

⑤⑥は
新たに追加



学校等におけるアナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液（ネフィー®）の投与について（通知）

（R8.4.21 教体第185/186）

アナフィラキシーショック時においては、当該児童生徒等が意識を失っている場合も想定されることから、傷病者発生時の対応に準じて、教職員等が
連携して、迅速・的確な応急手当（一時救命処置）、保護者や医療機関への緊急連絡、救急要請などによる医療機関受診が重要です。
その上で、アドレナリン点鼻液を使用した場合には、アナフィラキシーショックを起こした児童生徒等が受診することとのなる医療機関の医療従事者が、
使用済みの容器をもとにその投与状況を確認するため、当該医療従事者又は救急搬送を行う救急隊に使用済みの容器を受け渡すとともに、実施

した内容を伝える等の対応が必要となります。 ※本事務連絡は消防庁と協議済み。（令和８年４月１６日文部科学省 事務連絡）

① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指示を受けていること。 
・ 学校等においてやむを得ずアドレナリン点鼻液を使用する必要性が認められる児童等であること 
・ アドレナリン点鼻液を使用する際の留意事項 

② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場合には当該児童等にアドレナリン点鼻液を
 使用することについて、具体的に依頼 （医師から受けたアドレナリン点鼻液を使用の際の留意事項に関する
 書面を渡して説明しておくこと等を含む｡）していること。

③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してアドレナリン点鼻液を使用すること。
 ・ 当該児童等がやむを得ずアドレナリン点鼻液を使用することが認められる児童等本人であることを改めて

 確認すること 
 ・ アドレナリン点鼻液を使用の際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること

 ④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、アドレナリン点鼻薬を使用した後、当該児童等を必ず医療機関で
受診させること。



アナフィラキシーショック時のアドレナリン点鼻液
（ネフィー® ）について

出典：アルフレッサファーマ株式会社HP

ネフィー®の使い方等については、アルフレッサファーマ株式会社のホームページをご確認ください。
(https://www.neffy.net）



学校等におけるてんかん発作時のジアゼパム点鼻液（スピジア®）投与について（通知）

（R8.4.21 教体第183/184）

てんかん発作においては、当該児童生徒等が意識を失っている場合も想定されることから、傷病者発生時の対応に準じて、教職員等が連携
して、迅速・的確な応急手当（一時救命処置）、保護者や医療機関への緊急連絡、救急要請などによる医療機関受診が重要です。
その上で、ジアゼパム点鼻液を使用した場合には、てんかん発作を起こした児童生徒等が受診することとのなる医療機関の医療従事者が、
使用済みの容器をもとにその投与状況を確認するため、当該医療従事者又は救急搬送を行う救急隊に使用済みの容器を受け渡すとともに、
実施した内容を伝える等の対応が必要となります。 ※本事務連絡は消防庁と協議済み。（令和８年４月１６日 文部科学省 事務連絡）

① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指示を受けていること。 
・ 学校等においてやむを得ずジアゼパム点鼻液を使用する必要性が認められる児童等であること 
・ ジアゼパム点鼻液を使用する際の留意事項 

② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場合には当該児童等にジアゼパム点鼻液を
 使用することについて、具体的に依頼 （医師から受けたジアゼパム点鼻液を使用する際の留意事項に関する
 書面を渡して説明しておくこと等を含む｡）していること。

③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してジアゼパム点鼻液を使用すること。
 ・ 当該児童等がやむを得ずジアゼパム点鼻液を使用することが認められる児童等本人であることを改めて
確認すること 

 ・ ジアゼパム点鼻液を使用の際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること

 ④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、ジアゼパム点鼻薬を使用した後、当該児童等を必ず医療機関で
受診させること。

４つの条件



てんかん発作時のジアゼパム点鼻液（スピジア®）ついて

出典：アキュリスファーマ、ヴィアトリス製薬会社HP

スピジア®の使い方等については、アキュリスファーマ、ヴィアトリス製薬会社ホームページをご確認ください。
(https://spydia.jp/）



学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤（バクスミー®）投与について（通知）
（R6.1.30 教体第1183/1184）

① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指示を受けていること。 
・ 学校等においてやむを得ずグルカゴン点鼻粉末剤を使用する必要性が認められる児童等であること 
・ グルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項 

② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場合には当該児童等にグルカゴン点鼻粉末剤 
を使用することについて、具体的に依頼 （医師から受けたグルカゴン 点鼻粉末剤の使用の際の留意事項に関
する書面を渡して説明しておくこと等を含む｡）していること。

 ③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してグルカゴン点鼻粉末剤を使用すること。
 ・ 当該児童等がやむを得ずグルカゴン点鼻粉末剤を使用することが認められる児童等本人であることを改めて
確認すること 

 ・ グルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること

 ④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、グルカゴン点鼻粉末剤を使用した後、当該児童等を必ず医療機関で
受診させること。

グルカゴン点鼻粉末剤を使用した場合には、低血糖発作を起こした児童生徒等が受診することとなる医療機関の医療従
事者が、使用済みの容器をもとにその投与状況を確認するため、当該医療従事者又は救急搬送を行う救急隊に使用済み
の容器を受け渡すとともに、実施した内容を伝える等の対応が必要となります。

※本事務連絡は消防庁と協議済み。（令和6年１月２５日文部科学省事務連絡）

４つの条件



学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤
（バクスミー®）の投与について

令和６年１２月３１日以降、バクスミー点鼻粉末剤3㎎の製造販売承認が日本
イーライリリー株式会社からグローバルレギュラトリーパートナーズ合同会社へ
承継されています。
使用の手引きや動画掲載についても変更されておりますのでご確認ください。

出典：グローバルレギュラトリーパートナーズ合同会社HP



ブコラム®の使い方等を理解するに当たっては、クリニジェン株式会社のホームページをご確認ください。
(https://www.buccolam.jp)

出典：クリニジェン株式会社HP

学校等におけるてんかん発作時の口腔溶液（ブコラム®）の投与について



医薬品を預かる場合について

出典：日本学校保健会HP



〇日本学校保健会

学校における薬品管理マニュアル（令和4年度改訂 追補版）

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/274

〇文部科学省ホームページ

学校等における緊急時の医薬品の投与について

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353640.htm

〇緊急時の医療用医薬品について

・エピペン（ヴィアトリス製薬合同会社）

 https://www.epipen.jp/

・バクスミー（グローバルレギュラトリーパートナーズ合同会社）

 https://globalregulatorypartners.co.jp/products/baqsimi-nasal-powder-

 hcps/#Section1

・ブコラム（クリニジェン株式会社）

https://www.buccolam.jp

・ネフィー（アルフレッサファーマ株式会社）

https://www.neffy.net/

・スピジア（アキュリスファーマ株式会社）

https://spydia.jp/

医薬品に関する参考資料
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○結核高まん延国

世界保健機構（ＷＨＯ）は結核患者が多い国、多剤耐性結核が多い

国、ＨＩＶ合併結核が多い国、各３０カ国（あわせて４８カ国）を高
まん延国（High burden country）としている。学校における結核対
策の一つとして、結核患者の高負荷国３０カ国の中で最も罹患率（人
口１０万対）が低い国（ブラジル：推定罹患率45.5）以上に推定罹患
率が高い国を結核高まん延国として扱っている。

結核について

令和７年3月より、結核患者数が多い国から、日本に渡航して中長期在
留しようとする者に対し、結核発病していないことを求める入国前結核
スクリーニングが導入されたこと等を踏まえ、マニュアルを改訂。

学校における結核対策マニュアル～令和７年度改訂～

出典：日本学校保健会HP



服薬確認方法：学校に通学している患者については養護教諭等が毎日、直接服薬を見届け又は
見守り・・・＜一部抜粋＞

◯ 平成27（2015）年からDOTS実施の依頼先として学校が対象となった。このため、学校に通学している患
者については、保健所長の依頼に基づいて養護教諭等が保健所の作成した個別患者支援計画に基づく方
法で服薬を見守り、保健所がその状況を確認する。

「結核患者に対する DOTS（直接服薬確認療法）の推進について」
（平成16年12月21日健感発第 1221001号）の改正）

入国前スクリーニングの実施について

○スクリーニング対象国から、日本に入国・中長期間在留しようとする者に対して、入国前に指定健診医療機関
において胸部X線撮影等を受け、結核を発病していないことを証明する資料の提出を求める制度。
○入国前結核スクリーニングの対象国は、フィリピン・ネパール・ベトナム・インドネシア・ミャンマー・中国となって
います。（インドネシア・ミャンマー・中国は開始向け調整中）
○過去3年以内に通算6か月以上の高まん延国での居住歴のある児童生徒は入学時又は転入時の1回、精密
検査の対象とする。ただし、入国前結核スクリーニングを受け、日本に入国した場合であって、有効な「結核非
発病証明書」を入学時又は転入時に確認できる場合、精密検査は省略することができる。
（「結核非発病証明書」の有効期間は胸部X線撮影の実施日から原則180日間（条件によっては有効期限
が90日間となる場合がある）。



新型コロナウイルス感染症の罹患後症状について



換気にかかる留意点等について
（ア）常時換気の方法
（イ）常時換気が困難な場合
（ウ）窓のない部屋の場合
（エ）体育館のような広く天井の高い部屋の場合
（オ）エアコンを使用している部屋の場合
（カ）換気設備等の活用と留意点
（キ）冬季における換気の留意点

 空気感染や飛沫感染を感染経路とする感染症への対策として、換気の確保は有
効である。 換気は、空気の流れを創出することが重要であることから気候上可能な
限り常時、困難な場合はこまめに（30分に１回以上、数分間程度、窓を全開する）、２
方向の窓を同時に開けて行うことが望ましい。
   ただし、授業中は必ずしも窓を広く開ける必要はないが、気候や天候、教室の配置
等により換気の程度が異なることから、必要に応じて学校薬剤師等と相談されたい。

換気について

詳細は13ページ
をご確認ください。



感染症に関する参考資料

○予防対策・発生時の対応
・各感染症の特徴、感染経路等について理解
・学校として、とるべき指示等
 「学校において予防すべき感染症の解説（令和５年改訂追補版）」
（日本学校保健会 https://www.gakkohoken.jp/books/archives/282）

○麻しんへの対応
・麻しん発生の予防（平時の対応）
・麻しん発生時の対応
「学校における麻しん対策ガイドライン第二版」（平成３０年２月作成）
（文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08040804.htm）

○新型インフルエンザ等への対応
・未発生期から体制づくりを行うなど、対応への共通理解を持っておく。
 「学校における新型インフルエンザ等への対応（令和元年11月改訂）」

    （県教委  https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/2008100600012/）

〇新型コロナウイルス感染症
 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル２０２３．５．８」
（文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html）

 「新型コロナウイルス感染症に対応した学校運営に関する留意点 令和５年５月８日改訂版」
（県教委 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/7216191/）



子宮頸がんワクチンについて

厚生労働省HPより
ダウンロード可

○まずは接種した医療機関・市町村の予防接種窓口に相談するよう促す。
○学校生活における配慮について、校内で情報共有する。

徳島県では、徳島大学病院が「接種後の診療に係る
協力医療機関」に選定されています。

元気なあわっ子！
キャラクター「 うずっち」

「子宮頸がんワクチン」接種後の体調不良について

相談したいな・・・



定期健康診断について

医薬品の取扱いについて

感染症への対策について

学校におけるアレルギー疾患への対応

元気なあわっ子！応援事業等について

児童虐待について

保健教育について

その他の連絡事項

本日の内容



アレルギー疾患の理解と正確な情報の把握・共有
・ガイドライン
・学校生活管理指導表の「学校生活上の留意点」を踏まえた日常の取組

緊急時の対応
・研修会、訓練等の実施、体制の整備

必ず全教職員・関係機関と

情報共有をすることが大切

学校におけるアレルギー疾患への対応



「アレルギー疾患を有する児童生徒等への対応について（通知）」（R8.4.3 教体第11/12/13）

・アナフィラキシー症状等のアレルギー症状が発症し医療機関を受診した場合

・学校での対応を求められている児童生徒について対応が不十分であった場合

例）食物アレルギーや運動誘発性アナフィラキシー症状
昆虫等によるアナフィラキシー症状
その他アナフィラキシー症状等のアレルギー症状

事故速報（【別紙】の内容について電話で報告）

○市町村立学校 → 市町村教委 → 県教委 体育健康安全課

○県立学校 → 県教委 体育健康安全課

事故報告（事故報告様式にて報告）

○市町村立学校 → 市町村教委 → 県教委 体育健康安全課

○県立学校 → 県教委 体育健康安全課

事故発生時
は、速やか
に連絡



「学校等におけるアレルギー疾患に関するヒヤリハット事例の報告について（依頼）」 

（R8.4.7 教体第45/46/47）

報告を求める内容
学校（学校給食調理施設含む）において発生したヒヤリハット事例で次に該当するもの。
(１）児童生徒の健康被害が生じる恐れがあったと思われる事例
(２）事故防止対策のためになると考えられ、他校と共有すべき事例

※ヒヤリハットとは、事故に直結したかもしれない事例のことです。
※学校での対応が求められている児童生徒について、対応が不十分であった場合（除去食の対応を 
必要とする児童生徒が、誤って原因となる食材を食べてしまった等）については、症状の有無に
関わらず、ヒヤリハット事例ではなく、アレルギー事故として報告してください。

報告方法
○「ヒヤリハット事例報告書」により紙媒体で報告
○市町村教育委員会において既存の報告様式がある場合は、その様式による
報告でも可。



〇令和４年度の診療報酬の改定において、アナフィラキシー及び食物アレルギーに係る管理
指導表の発行については保険適用となった。

・本人・保護者が医療機関から管理指導表の発行を受け、学校等に提出する従来の方法で差し支えない。
・主治医と学校医が同一の場合には診療情報の提供とはならない。
そのため管理指導表等により医療機関に学校名を伝える必要がある。

・診療を行う医療機関の主治医から保護者等を介して学校等に交付される管理指導表は、当該学校の学校医に
対する診療情報の提供である。

保護者負担軽減につながるもの。
管理指導表の提出を求める場合には、管理指導表に学校名を伝える。

↓ 徳島県版は学校名を記入する欄有り

「保険医療機関が交付するアレルギー疾患に係る学校生活管理指導表の保険適用について」（抜粋）
（R4.4.11 教体第84/85）

記入漏れの
無いように



・令和３年４月１日～令和４年３月31日までの間、全国で1,415件のエピペン使用実績があり、そのうち、学校職員は
403件で、全体の約３割である。

・緊急時のエピペンの使用の徹底、心肺蘇生法・ＡＥＤ、エピペンの使用等、アレルギーに対する適切な救急処置の実施に
向け、より実践的な研修が必要。



令和４年度学校保健全国連絡協議会資料(R5.1.26）文部科学省



文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1355828.htm



定期健康診断について

医薬品の取扱いについて

感染症への対策について

学校におけるアレルギー疾患への対応

元気なあわっ子！応援事業等について

児童虐待について

保健教育について

その他の連絡事項

本日の内容



生活習慣改善プロジェクト

（生活の振り返り）

生活習慣改善プロジェクトの一環として、児童生徒自らが生活習慣を振り返る機
会を持つことにより、健康的な生活を送るための運動習慣や睡眠、生活習慣の改善
に進んで取り組む契機となることを目指す。

３２

【別添資料 ①】 【別添資料 ②】

☆自由に編集して御活用ください。
☆生活の振り返りシートは、各学校で従来使用している様式等があれば、そちらを使用していただいても
かまいません。
☆児童生徒が生活を振り返る機会を持たせてください。

「令和8年度元気なあわっ子！応援事業における「生活習慣改善プロジェクト」

への取組について（依頼）」 （R8.4.17 教体第135/136/137）



※留意点：肥満傾向児童生徒の心理面等への配慮
子供たちの健康づくりのための前向きな取組の視点

各学校において養護教諭・栄養教諭等が連携し、軽度～中等度肥満
傾向児童生徒（保護者等）を対象に、個別指導を行う。

☆自由に編集して御活用ください。
☆対象の児童生徒については、発達段階や各学校の状況に応じて抽出で実施してください。

生活習慣改善プロジェクト（個別指導）



★現状と課題
各学校の実態と振り返りにより明らかになった課題を記入してください。
○健康診断の結果等から
○生活習慣実態調査、振り返り、教育活動での気付き等から
○給食時の状態、体育等の学習の状況等、様々な時間から
○昨年度のプロジェクト取組状況から

★実施計画
このような視点で考え、学校の実態に応じて取り組む内容を記入してください。
○実態・課題に応じた取組（学校保健計画、保健室経営計画等）
○家庭との連携（保護者の協力を得るような取組、方法・機会の工夫等）
○関係者との連携等（校内外の関係者、学校保健委員会等の機会の活用等）

生活習慣改善プロジェクト（計画書について）



※取組時期（月日、期間）を記入してください。
※取組内容を記入し、対象学年やクラス等を記入してください。

★今後の課題
取組後に残った課題・新たな課題・継続したい取組等について記入

生活習慣改善プロジェクト（報告書について）

元気なあわっ子！応援事業等について

★成果 児童生徒等、保護者、教職員に関する成果を記入
  成果が数値として分かる場合は記入

（例）○～の取組を行うことで、問題意識が高まった。改善の意欲が高まった。
○生活を振り返ることで、自分の生活を見つめ直す機会となった。
○受診率が○○％向上した。 等



学校保健技師が、県教育委員会体育健康安全課において、教育関係者に対し、
学校保健に関する内容について、電話相談等で指導・助言を行う。 

○学校保健技師 内藤 悦雄 医師（小児科医）

○対象者 教育関係者 

○申込方法 県教育委員会体育健康安全課宛に電話で申し込む。
   電話番号 ０８８－６２１－３１７１

○相談日時 毎週木曜日の午後２時～５時（当日も可)

★「元気なあわっ子！応援事業」では、「専門医派遣事業」「保健DVD貸し出し事業」も実施しています。

学校保健技師による学校保健に関する教育関係者への指導助言

「令和8年度元気なあわっ子！応援事業」について（依頼）」 （R8.4.17 教体第133/134）
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元気なあわっ子！応援事業等について

児童虐待について

保健教育について

その他の連絡事項

本日の内容



児童虐待について

令和6年度
児童相談所における
児童虐待相談対応
件数とその推移

出典：こども家庭庁



児童虐待について

健康診断における
早期発見の視点

出典：養護教諭のための児童虐待対応の手引
（文部科学省）



出典：養護教諭のための児童虐待対応の手引
（文部科学省）

時間経過に伴う
挫傷の色調変化

外傷部位の相違

児童虐待について



性的虐待について

児童虐待について

１．性的虐待の特徴
①発見が難しい
性的虐待は他の虐待と比べて外見的な証拠が見つかることが少ない上、子供自身もその事実を否認するなど、客観的に捉えること
ができない事例もあり、発見が非常に難しい。性的虐待が実際に見つかるケースとしては、幼児や小学校低学年では、子供の性に
関わりのある言動によって発見されることが多く、中学生・高校生では、子供が信頼できる人に告白（相談）することによって発見さ
れることが多い。

②対応が難しい
性的虐待は、早期の事例では３歳頃から認められるが、思春期年齢で発見されることが多く、年齢が高くなるほど、 精神症状や問
題行動が多発するため対応が困難になることが多い。

２．性的虐待の心身の健康への影響
性的虐待は、子供に心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を引き起こすことも多く、心身の健康に与える影響は深刻。症状が重篤になる
要因としては、加害者と被害者との関係性（親密さ）、子供を守れる保護者がいない、虐待期間が長期に及ぶことが多いなどが挙げ
られる。

３．性的虐待への対応
性的虐待が疑われる場合や周囲から何らかの情報がもたらされた場合は、直ちに校長等管理職と共有し、学校として積極的な情報
の収集や確認を行うより前に、早急に児童相談所に通告することが重要。また、児童相談所に対して幼児児童生徒への対応の留意
点等を確認する。

文部科学省「養護教諭のための児童虐待対応の手引」（平成 19 年 10 月）等を基に作成

出典：学校・教育委員会等向け虐待対応の手引 文部科学省 令和元年5月9日



気付き情報提供書

①歯科健診で学校歯科医より「気付

き情報提供書」を養護教諭が受け

取る。

②学校歯科医と情報交換を行う。

③養護教諭は管理職及び関係教員と

情報共有、対応について協議する。

歯科健診時に学校歯科医と連携

児童虐待について



児童虐待について

平成１９年１０月発行
（ダウンロード可）

平成２６年３月発行 令和２年６月改訂
（ダウンロード可）

※事例や早期発見のためのチェックリスト、個別支援シート等が掲載されています。
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元気なあわっ子！応援事業等について

児童虐待について

保健教育について

その他の連絡事項

本日の内容



薬物乱用防止教育について

第六次薬物乱用防止五カ年戦略（令和５年8月 薬物乱用対策推進会議）

保健教育について



薬物乱用防止教育について

発達段階に応じて、学校や地域の実情に応じて薬物乱用防止教育と関連付けて指導を行い医
薬品の目的外使用も薬物乱用であることを理解できるようにする必要があります。

保健教育について



薬物乱用防止教育について

保健教育について



保健教育について



保健教育について

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた保健教育の授業の 
インターネット配信について

【配信サイト】 日本学校保健会ポータルサイト「学校保健」 
https://www.gakkohoken.jp/health-management-and-health-promotion/2024



定期健康診断について

医薬品の取扱いについて

感染症への対策について

学校におけるアレルギー疾患への対応

元気なあわっ子！応援事業等について

児童虐待について

保健教育について

その他の連絡事項

本日の内容



熱中症について

学校教育活動等における熱中症事故の防止について（依頼） （７ 教 参 学第 １ ２ 号 令 和 ７ 年 ５ 月 ８ 日 ）

【学校において健康被害を防ぐため】

・ 教職員や部活動の指導者等で共通認識を図りながら、それほど気温の高くない（25～30℃）時期から適切な措
置を講ずること

・ 活動の場所や種類にかかわらず暑さ指数（WBGT（湿球黒球温度）に基づいて活動実施を判断すること
・ 熱中症事故防止に関して児童生徒等へ適切に指導を行うこと

「学校における熱中症対策ガイドライン」について（通知） （R6.5.24 教体第274/275）



ＧＩＧＡスクール構想の下で整備された１人１台端末の積極的な利活用等について（通知）

（令和３年３月12 日文部科学省）

端末利用等に当たっての健康への配慮について

【別添２】
「ＩＣＴの活用に当たっての児
童生徒の目の健康などに関する
配慮事項」



端末利用に当たっての児童生徒の健康への配慮

○啓発資料・解説資料

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/

zyouhou/detail/mext_00001.html

・大切な目を守ろう

・タブレットを使うときの５つのやくそく

・近視について解説した資料（A4仕様）

・近視について解説した資料（A3使用）

近視対策

○健康への配慮等に関する啓発リーフレット（児童用・生徒用・保護者用）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00001.html

○児童生徒の健康に留意してICTを活用するためのガイドブック（令和4年3月改訂版）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/20220329-mxt_kouhou02-1.pdf



健康観察について

健康観察の法的根拠

学校保健安全法
第9条（保健指導）

養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談

又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児
童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題がある
と認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して
必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者
に対して必要な助言を行うものとする。



その他の連絡事項

難聴の児童生徒への聞こえの支援

～令和７年度版～

補聴器・人口内耳を装用している、また、聞こえにくさを自
覚している児童生徒の「聞こえ」の特徴を正しく理解し、学
校現場における適切な支援の在り方を具体的に考えるため
の実践的な資料です。
特に、通常の学級に在籍する聴覚障害のある児童生徒を
担当する教職員に、日々の授業や学校生活の中で活用いた
だけるよう構成されています。

出典：日本学校保健会



「令和８年度児童生徒健康診断の結果の調査について（依頼）」

提出先・締切

○市町村立学校→市町村教育委員会
各市町村教委が定める提出日   

○県立学校 →県教委体育健康安全課
令和８年９月３０日（水）

＜提出前に再度、確認をお願いします＞

◯ 検査人員より在籍者数の方が多い。

◯ 男子と女子に同じデータが入力されていないか。

◯ 視力の検査人員より、測定困難者＋裸眼視力検査人員＋矯正検査人員の方が多い。

◯ 皮膚疾患の検査人員や心臓疾患の検査人員が入力されていない。

◯ 一部の学級のデータが計上されていない。

※データと紙媒体の内容に相違がないことを確認して提出してください。



アンケートについて
【受講後のアンケートについて】

昨年度より、Plantでアンケートに回答するようになっ
ております。Plantの要項下部にアンケートがあります
ので、御回答ください。

回答期間
令和８年５月１９日（火）～令和８年６月１１日（木）まで
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